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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要

１．年金保険料の納付率の向上方策等 （国民年金法、厚生年金保険法等関係）

４．年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化 （日本年金機構法関係）

３．年金記録の訂正手続の創設 （国民年金法、厚生年金保険法、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律関係）

Ⅰ 法案の概要

（１） 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。
（２） 大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受けた時点から、当該納付猶予を認める。

（３） 現行の後納制度に代わって、過去５年間の保険料を納付することができる制度を創設する。

（４） 保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を設ける。

（５） 滞納した保険料等に係る延滞金の利率を軽減する。

Ⅱ 施行期日（予定）

政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、
事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を講ずる。

○ 年金個人情報（国民年金及び厚生年金保険の原簿記録）について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の
審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。

２．事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設 （国民年金法関係）

○ 事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする
制度を創設する。

○ 年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。

○ 平成２６年１０月１日
※ １（５）については平成２７年１月１日、１（４）については平成２７年７月１日、１（３）については平成２７年１０月１日、１（１）については平成２８年７月１日
※ ２については、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日
※ ３ については、社会保障審議会の分科会の新設等は平成２７年１月１日、訂正請求の受付・調査の開始は３月１日、訂正決定等の実施は４月１日



年金保険料の納付率の向上方策等

○ 被保険者の手続上の負担を軽減し、全額免除等の申請の機会を拡充する観点から、厚生労働大臣が指定す
る者が一定の被保険者からの申請を受託できる制度を創設。

○ また、当該指定する者が被保険者から申請を受託した日に、厚生労働大臣に当該申請があったものとみなす。

○ 若年層に限らず、全年齢層において非正規雇用労働者が増加している状況を踏まえ、納付猶予制度の対象
年齢を30歳未満から50歳未満に拡大（平成３７年６月までの時限措置）。

※ 現行制度は、30歳未満の被保険者を対象に、平成17年７月から平成37年6月までの時限措置。

○ 保険料納付機会の拡大を図り、無年金・低年金の防止を図るため、現行の後納制度に代わって、過去５年間
の保険料を納付することができる制度を創設する（平成３０年９月までの時限措置）。

※ 現行の後納保険料額より高い保険料額を納付。（政令事項）
（現行の後納制度は、過去10年の未納保険料に係る平成24年10月から平成27年９月までの時限措置。）

○ 大学等が学生から納付猶予の申請を受託した日に、厚生労働大臣に申請があったものとみなす。

※ 現行では、厚生労働大臣の指定する大学等は、在籍する学生から保険料の納付猶予の申請の委託を受ける
ことができるが、当該申請日は、大学等が厚生労働大臣に当該申請を提出した日とされている。

○ 滞納した保険料に係る延滞金の利率について、現下の低金利の状況を踏まえ、延滞税の利率設定を参考にし
つつ、軽減する。

※ 延滞金：年14.6％（納期限から３ヶ月以内：年4.3％）→年9.2％（納期限から３ヶ月以内：2.9％）（平成26年）

４．国民年金保険料の全額免除制度等の見直し 【新設】 【平成２７年７月１日より施行】

１．納付猶予制度対象者の拡大 【平成２８年７月１日より施行】

５．滞納した保険料等に係る延滞金の利率の軽減 【平成２７年１月１日より施行】

２．学生納付特例事務法人制度の見直し 【平成２６年１０月１日より施行】

３．保険料納付機会の拡大 【平成２７年１０月１日より施行】



事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設

○ 事後的に事務処理誤り等の事由が明らかになり、それにより国民年金保険料の納付の機会を逸失したと認め
られる場合等について、年金受給権を得る途を開く観点から、事後的に特例保険料の納付等を可能とする制度
を創設。

※ 国民年金保険料は納期限から２年を経過すると納付することができない。

＜対象となる事例＞
・ 誤った説明を受けたなど事務処理誤り等の事由により、 保険料を納付することができなかった

付加保険料の納付ができなかった
保険料の追納ができなかった
保険料の免除申請ができなかった など

＜納付等をした場合の効果＞
・ 承認の申出を行った日に、保険料の追納等があったものとみなし、受給権者については、将来に向けて年金
額を改定

○ 現在は、付加保険料の納付が納期限（翌月末）に遅れた場合は、付加保険料の納付について辞退の申出を
したものとみなされることになっている。

※ 平成24年の法律改正により、辞退の申出をしたものとみなさない取扱いに変更（平成２６年４月より開始）。

○ 過去に、付加保険料を支払う銀行口座に十分な金額がなかったことなどの理由で、納期限内に納付されず、
付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされた期間について、過去10年分の付加保険料の納付を可
能とする（施行後３年間の時限措置）。

※ 付加保険料は月額４００円、納期限は翌月末
※ 付加年金額は「２００円×付加保険料を納付した月数」

１．事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保
険料の納付等を可能とする制度の創設 【新設】【公布日から２年以内で政令で定める日より施行】

２．付加保険料の納付等の特例 【新設】 【公布日から２年以内で政令で定める日より施行】



年金記録の訂正手続の創設

【年金記録の訂正請求のイメージ図】
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○ 年金個人情報（国民年金及び厚生年金保険の原簿記録）について、被保険者等による訂正請求を可能
とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。

・ 年金記録の訂正請求権を被保険者等に付与すること

・ 事実関係をできる限り明らかにするために、厚生労働大臣が関係機関に資料提供等を求める規定を設けること

・ 民間有識者からなる合議体の審議によって、厚生労働大臣が訂正決定を行うこと

・ 決定に不服がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能とすること

年金記録の訂正手続のポイント

※ 厚生労働大臣の訂正決定の権限を地方厚生局長に委任

（※）



政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の検討経緯

○ これまでの取組により、各突合せ作業もほぼ終了する予定であり、記録
問題対応もひとつの大きな節目。
○ 26年度以降の取組として、ねんきん定期便等による本人への記録確認
の働きかけやねんきんネットの充実などに取り組む。
○ 事務処理誤りにより保険料納付等ができなかった者について事後的是
正のための法的措置の検討が必要

26年1月 社会保障審議会「年金記録問題に関する特別委員会」報告書

○ 恒常的な年金記録の訂正手続を法的に位置づける。

25年12月 社会保障審議会「年金個人情報の適正な管理のあり方に関
する専門委員会」とりまとめ

政府管掌年金
事業等の運営
の改善のため
の国民年金法
等の一部を改
正する法律案

25年12月 社会保障審議会「年金保険料の徴収体制強化等に関する専
門委員会」報告書

○ 所得・悪質性等の基準を定め、該当者には一律に強制徴収
○ 納付が困難である者等の納付機会を拡大

・免除手続きの簡便化（意思表示の簡便化、添付書類の簡素化）
・時効消滅後の特例納付制度の創設（時限措置）
・若年者納付猶予制度の対象年齢の拡大（時限措置）

○ 加入指導の強化、国税庁情報の活用等により厚生年金の適用を促進

（参考１）



所得400万円以上
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＜督促の範囲の拡大＞

日本年金機構の実施体制等を踏まえながら、
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○免除申請手続きの簡素化

○若年者納付猶予の対象年齢の拡大

○市場化テストの改善 ○市町村、学校、事業主等との協力連携の推進

○口座振替促進 ○広報・年金教育の普及

○納付期限の拡大

○日本年金機構の管理体制の見直し
督促

対象

１４

万人

＜免除の確実な適用＞

＜納付督励の強化、納付環境の整備＞

（参考２）



国民年金保険料の納付率等の推移

（注）保険料は過去２年分の納付が可能であり、最終納付率とは、過年度に納付されたものを加えた納付率である。

（参考３）


